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時期 検討事項 講じた措置概要等

H13.3
（行政改革推進本部規制改革委員会）
・保険者の直接審査の導入

○H14.12に、健康保険組合と特定の保険医療機関と合意した場合に
は、自ら審査及び支払に関する事務を行えることとした。

H16.3
（総合規制改革会議）
・保険者の直接審査（調剤）の導入

○H17.3に、健康保険組合と特定の保険薬局と合意した場合には、自ら
審査及び支払に関する事務を行えることとした。

H19.6
（規制改革会議）
・審査支払機関間における受託競争の促進

○H22.12に、被用者保険保険者、国保保険者及び広域連合が、支払
基金及び国保連のいずれの審査支払機関に対しても、審査及び支払
に関する事務を委託することを可能とした。

H19.6
（規制改革会議）
・審査のあり方を含む業務フローの抜本的な見直しを前提とした
業務効率化計画、手数料適正化の見通しの作成

○H19.12に、支払基金において、オンライン化の進展に合わせて、審
査のあり方を含む業務フローの抜本的な見直しを前提とした業務効率
化計画をとりまとめた。手数料適正化の見通しについては、当該業務
効率化計画を踏まえ、H20.3にとりまとめた。
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時期 検討事項 講じた措置概要等

H19.6

（規制改革会議）
・一連の審査業務全般にわたって電子的手法を活用した方式の
開発等による審査の質の向上と効率化の実施

○H19.4請求分から医療機関等のオンライン請求の受付を開始。さらに
H19.7から保険者のオンライン請求を開始し、オンライン請求の基盤を
整備。

H21.11
（行政刷新会議「事業仕分け」）
・レセプト審査率と手数料の連動
・国保連・支払基金の統合

○H22.4から厚生労働省内に「審査支払機関の在り方に関する検討会」
（別添１）を設置し検討。H22.12に中間とりまとめ。
○中間とりまとめにおける主な点は以下のとおり。
・審査は、医師又は歯科医師の専門的知見に基づく判断であり、審査
手数料と査定率との連動よりも、ＩＴの活用や判断基準の統一化によ
り、審査機能の強化を進めること。
・組織の統合について、定量的な検証や効果・留意点を含め、統合と競
争の観点から引き続き検討。

H23.12
（衆議院決算行政監視委員会決議）
・審査の効率化を図り、医療費を削減するため、保険者たる市町
村に混乱を来さないようにしつつ、統合に向けた検討の実施

○社会保障審議会医療保険部会において検討。主な意見は以下のと
おり。
・審査支払機関の統合については、保険者をはじめとする関係者の意
見を聞きながら、理解が得られる ような統合の在り方について引き続
き検討。
・今回の検討に基づいて、さらなるコストの削減や審査基準の統一化の
取り組みを進める。

H24.9
（衆議院決算行政監視委員会決議）
・競争原理が働かない障壁を取り除く努力を真剣に行う。

○厚生労働省、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央
会からのメンバーからなる「審査支払機関業務連携打合せ」(H24.8設
置)の中で、競争環境の整備やシステムの共通化等について検討。
○競争原理を働かせる環境整備の一つとして、H27年度概算要求にお
いて「共同受付センター」の設置を検討。
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時期 検討事項 講じた措置概要等

H25.9
（規制改革会議）
・保険者による直接審査の推進（医療機関又は薬局の合意要件
を撤廃）

○以下の理由から、合意要件の撤廃には至っていない。
・保険者と医療機関の間に紛争が増加するおそれが大きい。
・医療機関におけるレセプトシステムの改修費用等が発生する。

H25.10
（規制改革会議）
・審査支払機能の統合（国保連の審査支払業務を支払基金の支
部に移管し、全国一元化）

○以下の理由から、支払基金と国保連の審査支払機能の統合には
至っていない。
・設立の生い立ち、役割がそもそも異なっており、一足飛びに審査支払
業務を統合するのは困難。
・共通化できるところは共通化し、競争原理でお互いに切磋琢磨してコ
ストを引き下げることを優先的に行う考えである。

H26.6
（規制改革会議）
・保険者がまず全ての診療報酬明細書の点検を可能とする仕組
みの導入

○H27.3に健康保険組合連合会に「事前点検に関する検討グループ」
（別添２）を設置し、主に実務的な面から詰めを行い、H27.9に中間とり
まとめ。主な内容は以下のとおり。
・新たな制度による全体の費用削減効果は、限定的。
・個々の健保組合ごとにみても、コスト等の大きなメリットは見込まれ
ず、参加を希望する組合は限定的であることが想定される。
・協会けんぽと共済組合が事前点検制度に参加するかどうかは不明の
ため、今後、当該制度に多くの保険者が参加し、真に有効な制度として
構築していくためには、審査支払等の在り方等の検討を進め、前提と
なる支払基金の体制の在り方等についてのさらなる検討が必要。
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参 考



審査支払機関の在り方に関する検討会

粟生田 良子
小木津 敏也
飯山 幸雄
岩田 太
遠藤 秀樹
齊藤 寿一
高田 清彦
高橋 直人
田中 一哉
長谷川 友紀

○森田 朗
村岡 晃
山本 信夫
横倉 義武
渡辺 俊介

埼玉県毛呂山町住民課長
社会保険診療報酬支払基金 審議役
東京都国民健康保険団体連合会 専務理事
上智大学法学部教授
日本歯科医師会 社会保険委員会委員
日本病院会 参与
中国電力健康保険組合 常務理事
全国健康保険協会 理事
国民健康保険中央会 常務理事
東邦大学医学部教授
東京大学大学院法学政治学研究科教授
高知市保険医療課長
日本薬剤師会 副会長
日本医師会 副会長
国際医療福祉大学大学院教授、東京女子医科大学客員教授

※高智英太郎（健康保険組合連合会理事）がオブザーバーとして参加 ※○は座長

＜検討会委員＞
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＜事務局＞

厚生労働省保険局保険課（吉田課長）
厚生労働省保険局国民健康保険課（伊藤課長）

別添１

＜検討経過＞

第１回（H22.4.8）～第１１回（H22.12.10）まで開催。第１１回において議論の中間的整理。



審査支払機関の在り方に関する検討会「議論の中間的整理」

○ 厚生労働省では、有識者による｢審査支払機関の在り方に関する検討会｣を設置(平成22年4月～)。審査の質の向上、業務の効率化、組
織の在り方等について、外部からのヒアリングも行いつつ議論（11回）。平成22年12月に「議論の中間的整理」をとりまとめ。

○ 「検討会」では、組織の在り方は「統合と競争の観点から引き続き検討」としている。

○患者の個別性・地域の医療体制等の尊重 ○国民が受ける医療に違いが生じない共通の判断基準 ○迅速で効率的な審査支払い

○ 審査の均一性の確保のための取組の推進
・支払基金と国保連で審査の判断基準の統一化のための定期的な連絡協議会の開催
・支払基金で支部間の専門医による審査照会のネットワークの構築、本部に専門分野別ワーキンググループの編成

○ 審査における判断基準の違いを縮小するためのＩＴの活用
・電子レセプトの審査履歴の記録システムの導入、審査実績の分析評価、標準化への活用
・電子化に対応した審査補助職員の事務能力の向上（研修の充実等）

○ 支払基金の調剤レセプトの審査機能の強化（審査委員会への薬剤師の配置）

○ コスト削減に対応した審査手数料の更なる引下げ（２３年度も更に引下げ）
・支払基金では２７年度の水準を２２年度と比較して約１１％引き下げる目標

○ 業務効率化、保有資産の整理合理化
・支払基金の給与水準の引下げ、資金管理業務の本部への集約化等
・４７国保連の審査支払の共通基盤システムの構築

審査・支払業務の効率化

○ 組織の在り方について、定量的な検証や効果・留意点を含め、統合と競争の観点から引き続き検討。

○ 保険者が支払基金と国保連の相互に審査の委託が可能な環境整備

○ 保険者の直接審査の推進
・医科・歯科レセプトの直接審査の紛争処理ルールの整備
・調剤レセプトの直接審査の対象薬局の追加手続きの簡素化

統合、競争促進の観点からの組織の在り方

審査の質の向上
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事前点検に関する検討グループ

鳥井 陽一
佐々木 功

○牧野 純二
佐々木 秀樹
仁平 義和
大山 和雄
松原 徳和
菅 均

幸野 庄司
三宅 泰介

厚生労働省保険局保険課長
厚生労働省保険局保険課長補佐
トヨタ自動車健康保険組合常務理事
管工業健康保険組合専務理事
関東ＩＴソフトウェア健康保険組合常務理事
計機健康保険組合常務理事
社会保険診療報酬支払基金経営企画部長
社会保険診療報酬支払基金経営企画部次長
健康保険組合連合会理事
健康保険組合連合会医療部長

※○は座長

＜検討メンバー＞
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＜事務局＞

健康保険組合連合会

別添２

＜検討経過＞

第１回（H27.3.4）～第４回（H27.9.10）まで検討。








